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CASBEE評価員制度要綱 

 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、建築環境総合性能評価システム（以下「CASBEE」という。）を用いて

建築物の環境性能を評価する専門技術者「評価員」の登録および業務に関する事項を定める。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

  一 評価員  

評価員養成講習を受講した上で、評価員試験に合格し、財団の登録者名簿に登録され

た者を「CASBEE評価員」（以下「評価員」という。）と呼ぶ。 

 

（評価員養成講習） 

第３条 財団は、CASBEE評価員養成講習（以下｢講習｣という｡）として、「CASBEE建築評

価員講習」「CASBEE戸建評価員講習」「CASBEE不動産評価員講習」「CASBEEウェル

ネスオフィス評価員講習」を実施する。 

 

（評価員試験） 

第４条 財団は、評価員としての適格性を確認するための評価員試験（以下｢試験｣という。）

として「CASBEE建築評価員試験」「CASBEE戸建評価員試験」「CASBEE不動産評価員

試験」「CASBEEウェルネスオフィス評価員試験」を実施する。 

 

（受験資格） 

第５条 試験の受験資格は次のとおりとする。 

一 「CASBEE 建築評価員試験」の受験資格は、建築士法に基づく一級建築士で、かつ、

CASBEE 建築評価員講習の修了者とする。 

二 「CASBEE 戸建評価員試験」の受験資格は、建築士法に基づく一級建築士、二級建

築士又は木造建築士で、かつ、CASBEE 戸建評価員講習の修了者とする。 

三 「CASBEE 不動産評価員試験」の受験資格は、CASBEE 不動産評価員講習の修了者

とする。 

四 「CASBEE ウェルネスオフィス評価員試験」の受験資格は、CASBEE ウェルネスオ

フィス評価員講習の修了者とする。 

 

２ 講習修了者の受験試験有効回数は、講習修了後直近２回迄とする。 
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（合否の決定等） 

第６条 試験の合否は、建築評価員試験部会、戸建評価員試験部会、不動産評価員試験部会、

ウェルネスオフィス評価員試験部会の議を経て理事長が決定する。 

２ 財団は、試験結果等を財団のホームページ等で公開するものとする。 

 

（評価員登録） 

第７条 評価員になろうとする者は、試験に合格し、かつ、評価員登録（以下「登録」という。）

を受けなければならない。 

２ 前項の規定により登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。）は、試験合格

後速やかに評価員登録申請書（様式１－１、１－２、１－３、１－４）を、財団に提出しな

ければならない。 

３ 評価員登録申請有効期間は、次によるものとする。 

一 評価員登録申請は試験合格の日から起算して１年を経過した日の属する年度の末日

までとする。ただし、第４項に規定する試験免除により登録申請を行う場合には、受

講した日から起算して１年を経過した日の属する年度の末日までとする。 

  二 登録申請有効期間内に登録を行わなかった場合には試験合格が失効する。 

４ 建築評価員が、CASBEE戸建評価員講習、CASBEE不動産評価員講習またはCASBEEウ

ェルネスオフィス評価員講習を修了した場合には、第１項の定めによらず試験を免除し、修

了した講習に応じた評価員登録を行うことができるものとする。 

５ 財団は、申請を受理した場合には審査のうえ、財団の登録者名簿に登録番号、氏名、登録

年月日等を登載する。 

６ 財団は、第５項の登録を行った場合は、登録者を公表するとともに、当該登録申請者に対

し、評価員登録証（様式３）および評価員登録証明書（登録カード）（様式４）を交付する。 

７ 第５項の登録の有効期間は、試験合格の日から起算して５年を経過した日の属する年度の

末日までとする。ただし、第４項に規定する試験免除により登録する場合の有効期間は、受

講日より５年を経過した日の属する年度の末日までとする。 

 

（必要十分な能力を有していると認めた者の評価員登録） 

第８条 理事長は、戸建評価員試験部会、建築評価員試験部会、不動産評価員試験部会、ウェ

ルネスオフィス評価員試験部会の意見を聞いた上で、評価員として必要な能力を十分有して

いると認めた者については、第７条第１項から第４項の規定によらず、評価員登録を行うこ

とができるものとする。また、第７条第７項に定める登録の有効期間は、登録を行った日か

ら起算して５年を経過した日の属する年度の末日とする。 

 

（登録事項） 

第９条 登録申請があった場合は、財団は審査のうえ CASBEE 評価員登録者名簿に次の事

項を登録するものとする。 

一 氏 名 

二 生年月日 

三 評価員の種類 
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四 登録番号 

五 登録年月日 

六 有効期限 

七 建築士の登録番号及び取得年月日（CASBEE 建築評価員、CASBEE 戸建評価員のみ） 

八 自宅の郵便番号、住所及び電話番号 

九 その他必要に応じてメールアドレス、勤務先の所在地・電話番号など 

 

（登録番号） 

第１０条 登録番号は、一連番号の数字に資格の登録有効期間の満了する年を示す西暦下２桁

の数字を組み合わせたものとする。 

 

  例（有効期間が 2023年 3月末日までの場合） 

００００１－２３ 

                  有効期間の最終年の下２桁 

 一連番号 

     

（注：戸建評価員については登録番号の頭に「戸－」と表示する。不動産評価員につ

いては「ふ－」、ウェルネスオフィス評価員については頭に「ウ－」と表示する。） 

 

２ 登録更新の登録番号のうち、一連番号は更新前と同一とする。 

 

（登録者の公表） 

第１１条 登録者は財団のホームページ等で公開するものとし、必須の掲載事項は次のとお

りとする。その他財団の定める事項を登録者の希望により掲載できるものとする。 

一 登録番号                                 

二 氏 名                                   

三 勤務先（又は自宅）の所在する都道府県名       

 

（登録事項の変更） 

第１２条 CASBEE 評価員は登録事項に変更が生じた場合には、速やかにその内容を財団に

届け出なければならない。 

２ 財団は、前項の届出があった場合においては登録者名簿の訂正を行い、前条に定める公

表事項に変更がある場合においては、掲載事項の訂正を行う。 

 

（登録証の再交付） 

第１３条 CASBEE 評価員は、財団より交付を受けた評価員登録証及び評価員登録証明書を

汚損し又は失った場合、又は前条に定める登録事項の変更の届出があった場合には、評価

員登録証及び評価員登録証明書の再交付の申請をすることができる。 

２ CASBEE 評価員は、前項に定める申請を行う場合には、別に定める手数料を財団に納め

なければならない。 
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（受講、受験、登録料） 

第１４条 講習、試験、登録及び登録更新を受けようとする者は、別に定める費用を申込時に

財団に納めなければならない。 

２ 納入された受講料、受験料、登録料及び登録更新料は返戻しない。 

 

（評価員の責務） 

第１５条 評価員は、CASBEE評価に関する業務を誠実に行うとともに、建築物の質の向上お

よび環境配慮に努めなければならない。 

２ 評価員は、CASBEE評価を業として行う場合には、財団に登録された評価員であることを

明示するとともに、評価結果に氏名及び登録番号を記載しなければならない。 

３ 評価員は、業務上知り得た非公開情報を漏らしてはならない。 

 

（評価員登録の更新） 

第１６条 登録有効期間の満了後も引続き登録を希望する者は、期間満了日までに登録の更新

（以下「登録更新」という。）を受けなければならない。 

２ 前項の規定により登録更新を受けようとする者は、登録更新申請書（様式２）を、財団に

提出しなければならない。登録更新にあたっては第７条第５項から第７項の規定を準用する。 

３ 登録更新を行った後の登録有効期間は、登録更新を行った日から起算して５年を経過した

年度の末日までとする。 

 

（２以上の資格を持つ者の登録更新） 

第１７条 建築評価員、戸建評価員、不動産評価員、ウェルネスオフィス評価員の資格のう

ち２以上の資格を持つ者が登録更新を行う場合、登録有効期間内にある全ての資格につい

て登録更新が行われるものとする。 

２ 前項により登録更新を行う場合、更新後の全ての資格の登録有効期間は、登録更新する

資格のうち、最初に登録有効期間の満了日を迎える資格の登録有効期間の満了日の翌日か

ら５ヶ年とする。 

３ ３つ以上の資格を持つ者が登録更新を行う場合、希望により登録更新を行わない資格を

選択することができるものとする。この場合、登録更新を行う資格については、第１項及

び第２項の規定が準用される。 

 

（評価員の登録抹消） 

第１８条 財団は、評価員が次の各号に掲げる事由に該当する場合においては、速やかに、当

該評価員の登録を抹消する。 

  一 評価員から、評価員登録抹消の申請書が提出されたとき。 

  二 登録の有効期間満了日までに、第１６条第２項の規定による登録更新の申請がなかっ

たとき。 

三 評価員が恣意的な評価を行うなど業務に関し不誠実な行為を行ったとき。 

２ 第１項第三号により登録を抹消する場合は評価員養成委員会の議を経なければならない。 
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（評価員養成認定講習） 

第１９条 財団は、財団以外の法人が開催する講習会（試験を含む）を CASBEE 評価員認定

講習（以下、認定講習）に指定することができる。認定講習を修了し、試験に合格した者は

財団の同区分修了者と同等に取扱う。 

２ 認定講習を開催しようとする者（以下「申請者」という。）は、財団に様式５により、認

定の申請を行わなければならない。 

３ 認定をした場合は、財団は様式６により、申請者に通知する。 

４ 認定の要件は、次の各号によるものとする。 

 一 主催者は法人であること。 

 二 財団が行う講習試験と同等の内容の実施が可能なこと 

 三 CASBEE 評価員制度の趣旨に合致した運営が行えること 

５ 財団は、認定した講習が、本規程の定めに反することが判明したときは、認定を取り消す

ことが出来る。 

６ 申請者は認定講習終了後に実施概要を様式７により、財団に報告しなければならない。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成１６年６月１５日から施行する。 

附 則 

１ この規程の一部改正は、平成１９年４月１日から適用する。 

２ 改正前の要綱に基づき登録された「CASBEE評価員」は「CASBEE建築評価員」と見な

すものとする。 

附 則 

この規程の一部改正は、平成２１年２月１日から適用する。 

附 則 

この規程の一部改正は、平成２４年４月１１日から適用する。 

附 則 

この規程の一部改正は、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この規程の一部改正は、平成２８年６月６日から適用する。 

２ この改正以前に、財団によるCASBEE不動産評価員登録制度要綱によって登録されていた

CASBEE不動産評価員は、「CASBEE不動産評価員」とみなすものとする。 

附 則 

この規程の一部改正は、令和４年４月１日から適用する。 
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（様式 １－１） 

 



 ７ 

（様式 １－２） 

 



 ８ 

（様式 １－３） 

 



 ９ 

（様式 １－４） 

 



 １０ 

（様式 ２） 
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（様式 ３） 

 

 

ＣＡＳＢＥＥ評価員登録証 

 

氏  名 ○○ ○○ 

 

生年月日 （(西暦)年  月  日） 

 

 

建築評価員  登録番号（０００００－００） 

       登録年月日（(西暦)年  月  日） 

有効期限（(西暦)年  月  日） 

戸建評価員  登録番号（戸-０００００－００） 

       登録年月日（(西暦)年  月  日） 

       有効期限（(西暦)年  月  日） 

不動産評価員 登録番号（ふ-００００００－００） 

登録年月日（(西暦)年  月  日） 

有効期限（(西暦)年  月  日） 

ウェルネスオフィス評価員 登録番号（ウ-０００００－００） 

登録日（(西暦)年  月  日） 

有効期限（(西暦)年  月  日） 

 

上記の者はCASBEE評価員制度要綱第７条第５項に基づき 

CASBEE評価員として当財団に登録されたことを証する   

 

   (西暦)年  月  日       

                  

                    一般財団法人 住宅・建築ＳＤＧｓ推進センター 
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（様式 ４） 

                                                                      （表面） 

 

ＣＡＳＢＥＥ評価員登録証明書 

 

氏  名 

生年月日  （(西暦)年  月  日） 

 

建築評価員  登録番号  （００００１－０８） 

登録年月日（(西暦)年 月 日） 有効期限（(西暦)年 月 日） 

戸建評価員  登録番号 （戸０００００－００） 

登録年月日（(西暦)年 月 日） 有効期限（(西暦)年 月 日） 

    不動産評価員 登録番号 （ふ００００００－００） 

登録年月日（(西暦)年 月 日） 有効期限（(西暦)年 月 日） 

    ウェルネスオフィス評価員 登録番号 （ウ０００００－００） 

登録年月日（(西暦)年 月 日） 有効期限（(西暦)年 月 日） 

 

                                  一般財団法人 住宅・建築ＳＤＧｓ推進センター 

                                   

 

 

                                                  （裏面） 

 

 

証明事項 

 

 

    本証明書に記載の者はＣＡＳＢＥＥ評価員制度要綱第７条第５項に基づき 

ＣＡＳＢＥＥ評価員として当財団に登録された者であることを証明します。 

    

    

                                －注意事項－ 

     1 本証は第三者に譲渡または貸与することはできません｡ 

     2 関係機関等の職員から「証明書」の提示を求められたときは､本証を 

    提示して下さい｡ 
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（様式 ５） 

 

令和   年  月  日 

一般財団法人 住宅・建築ＳＤＧｓ推進センター 

理 事 長 殿 

 

 

主催者 

住  所   

 

氏  名               

 

 

CASBEE 建築評価員養成認定講習申請書 
 

 

ＣＡＳＢＥＥ評価員制度要綱第１９条に基づき下記講習の認定を申請します。 

 

 

1. 開催日時 

 

2. 開催場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 ①実施計画書 ②会社概要（自治体主催の場合省略可） 
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（様式 ６） 
 

令和   年  月  日 

 

 

 

CASBEE 建築評価員養成認定講習 認定書 

 

 

 

 

 

殿 

 

 
 

 

 

ＣＡＳＢＥＥ評価員制度要綱第１９条に基づき下記講習をＣＡＳＢＥＥ建築評価員養成

認定講習と認めます。 

 

 

 

・開催名称 

 

・開催日時 

 

・開催場所 

 

 

 

 

 

一般財団法人 住宅・建築ＳＤＧｓ推進センター 
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（様式 ７） 

 

令和   年  月  日 

一般財団法人 住宅・建築ＳＤＧｓ推進センター 

理 事 長 殿 

 

主催者 

住  所   

 

氏  名               

 

 

CASBEE 建築評価員養成認定講習報告書 
 

 

 

ＣＡＳＢＥＥ評価員制度要綱第１９条に基づき下記の通りＣＡＳＢＥＥ評価員養成認定

講習を実施しましたので報告します。 

 

 

・開催名称 

 

・開催日時 

 

・開催場所 

 

・合格者数 

 

 

 

 

添付資料 ①実施報告書 ②合格者名簿 ③講習時写真（講師の顔が判別が可能なもの） 

 

 

 

 


